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こ
こ
の
執
務
関
係
資
料
集
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
当
局
の
職
員
が
作
成
し
又
は
取
得
し
た
資
料
の
う
ち
記
録
に
と
ど
め
る
こ
と
に
よ
り
執
務

上
の
参
考
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
主
要
な
も
の
を
収
録
す
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
国
会
答
弁
抄
、
法
制
意
見
総
覧
、
判
例
集
等
他
の
既
刊
資
料
集
に
登
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の

登
載
箇
所
を
示
し
、
あ
る
い
は
要
旨
を
収
録
す
る
に
と
ど
め
た
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
の
代
表
的
な
国
会
答
弁
例
に
つ
い
て
は
、
抄
録
し
た
。

三
こ
の
執
務
参
考
資
料
集
に
収
録
し
た
資
料
は
、
国
会
答
弁
例
（
実
際
に
国
会
で
行
わ
れ
た
答
弁
）
及
び
当
局
か
ら
各
省
庁
等
に
対
し
て
正
式

に
回
答
し
た
法
律
問
題
に
関
す
る
意
見
（
例
え
ば
、
法
制
意
見
等
）
を
除
い
て
、
あ
く
ま
で
も
内
部
の
検
討
資
料
を
執
務
の
参
考
の
た
め
に
記

録
に
と
ど
め
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
ま
ま
当
局
の
公
式
見
解
と
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
当
局
の
公
式
見
解
と
し
て
引
用
等
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う
注
意
を
さ
れ
た
い

四
な
お
、
こ
の
執
務
参
考
資
料
隼

に
し
た
も
の
で
あ
り
、
引
き
続
誉

こ
の
執
務
参
考
資
料
集

一
．
こ
の
執
務
参
考
資
料
集
は
、
当
局
の
執
務
の
参
考
用
に
法
律
問
題
に
関
す
る
関
係
資
料
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
資
料
集
中
《

第
一
巻
か
ら
第
九
巻
ま
で
は
日
本
国
憲
法
関
係
の
資
料
を
、
第
一
○
巻
か
ら
第
三
一
巻
ま
で
は
行
政
諸
法
関
係
の
資
料
を
魚
そ
れ
ぞ
れ
適
宜
分

冊
し
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

平
成
一
三
年
三
月

は
、
加
除
式
で
心

ａ

の
で
あ
り
、
引
き
続
き
加
除
式
と
し
た
。

加
除
式
で
あ

で

は
し

◎

が

っ
た
旧
「
憲
法
関
係
意
見
資
料
集
」
及
び
旧
「
諸
法
関
係
意
見
資
料
集
」
を
改
題
し
一
つ

き

内
閣
法
制
局
第
一
部

上



三
件
名
収
録
し
た
意
見
資
料
等
に
は
、
す
べ
て
件
名
を
付
ず
る
こ
と
と
し
、
原
則
と
し
て
出
典
に
用
い
ら
れ
て
い
る
件
名
を
用
い
た
が
、
こ
れ
と
異

な
る
件
名
を
付
し
た
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

四
国
会
答
弁
例

二
収
録
し
た
意
見
資
料
等
の
分
類
区
分
の
表
示
及
び
配
列
順
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
．

〔
国
会
答
弁
例
〕
〔
想
定
問
答
〕
〔
資
料
〕
〔
法
制
意
見
〕
冒
頭
照
会
回
答
要
旨
〕
〔
判
例
〕
〔
部
内
資
料
〕
〔
外
部
資
料
〕
〔
諸
家
の

一
当
該
条
関
係
等
の
中
に
お
け
る
各
項
目
に
は
、
前
か
ら
順
次
一
、
二
、
三
…
…
の
番
号
を
、
こ
れ
を
更
に
小
項
目
に
分
け
た
と
き
は
、
前
か

説
一

ら
順
次
い
、
口
、
日
…
…
の
番
号
を
付
し
た
。

１
収
録
対
象

イ
代
表
的
答
弁
例
と
し
て
適
当
な
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
抄
録

ロ
国
会
答
弁
抄
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
抄
録

ハ
右
の
イ
及
び
戸
以
外
の
も
の
は
、
内
容
を
省
略

２
出
典
等
の
記
載

次
の
様
式
に
よ
り
記
載
し
た
。

凡
例

r

凡
例

ノ
ー
Ｉ

《〔執
参
資
⑧
凡
一
〕

一



の
順
に
、

五
想
定
問
答

Ｓ
掲
載
順

２
出
典
等
の
記
載

作
成
年
月
日
、

１
収
録
対
象

当
局
に
お
い
て
作
成
し
た
国
会
用
資
料

（
注
）
１
括
弧
内
の
下
欄
は
、
国
会
答
弁
抄
の
分
類
項
目
の
表
示
記
号
及
び
番
号
を
示
す
。
旧
国
会
答
弁
抄
の
場
合
に
は
、
「
旧
〔
文
教
〕

剛
」
の
よ
う
に
表
示
記
号
の
上
に
「
旧
」
の
字
を
付
し
、
国
会
答
弁
抄
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
「
穂
舗
鋤
」
と
記
し

代
表
的
答
弁
例
を
ま
ず
最
初
に
掲
載
し
、
次
に
イ
国
会
答
弁
抄
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
抄
録
し
た
も
の
、
口
そ
の
他
の
も
の

凡
例２

山
括
弧
内
は
、
質
疑
者
及
び
答
弁
者
を
示
す
。
答
弁
者
が
当
局
以
外
の
各
省
庁
の
局
部
課
長
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
「
（
自
）
○

○
行
政
局
長
」
、
「
（
労
・
職
安
局
）
○
○
失
対
部
長
」
の
よ
う
に
上
に
省
庁
等
の
略
称
名
を
冠
し
、
答
弁
例
が
質
問
主
意
書
に
対
す

る
答
弁
書
で
あ
る
場
合
に
は
、
八
田
中
武
夫
質
問
主
意
書
・
答
弁
書
Ｖ
の
よ
う
に
記
し
た
。

。 たイ
及
び
口
の
中
で
は
更
に
年
月
日
順
に
従
っ
て
掲
載
し
た
．

◎

国
会
回
次
、
質
疑
者
名
等

ノ

題
目
兀
一
帥

０
０

■
■

『
ｂ
■

鮎
匹
匹
二
一

参
・
予
算
禾

○ 〔
執
参
資
⑧
凡
一
〕

一
一



七
法
制
意
見

一
ハ八

口
頭
照
会
回
答
要
旨

１
収
録
対
象

イ
法
制
意
見
総
覧
に
登
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
要
旨
の
承
収
録

ロ
法
制
意
見
総
覧
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
全
文
を
収
録

２
出
典
等
の
記
載

作
成
年
月
日
、

２
出
典
等
の
記
載

１
収
録
対
象

●

当
局
で
作
成
し
た
資
料
の
う
ち
他
の
分
類
区
分
に
属
し
な
い
も
の

１
収
録
対
象

２
出
典
等
の
記
載

照
会
省
庁
等
名
、

資
料

』
日
）

イ
ロ
頭
照
会
に
対
す
る
回
答
集
に
登
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
内
容
を
省
略

ロ
口
頭
照
会
に
対
す
る
回
答
集
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
そ
の
全
文
を
収
録

回
答
年
月
日
、
回
答
先
及
び
法
制
意
見
総
覧
の
登
載
ペ
ー
ジ
（
登
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
総
覧
不
登
載
の
旨
）

凡
例 で

原
資
料
名
等

当
局
の
決
裁
年
月
白
並
び
に
回
答
集
の
登
載
集
及
び
登
載
番
号
（
登
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
回
答
集
未
登
載
の

〔〔
執
参
資
⑧
凡
一
〕

三

１
》



r

九
判
例

ペ
ー
ジ
を
示
す
。

一
○
部
内
資
料

３
出
典
等
の
記
載

２
収
録
対
象

１
件
名

４

で
き
る
限
り
わ
か
り
や
す
い
名
称
を
用
い
た
。

２
出
典
等
の
記
載

０
作
成
年
月
日
、

１
収
録
対
象
・

当
局
の
職
員
が
個
人
的
に
作
成
し
た
資
料
の
う
ち
、
他
の
分
類
区
分
に
属
し
な
い
も
の
（
個
人
的
メ
モ
、
試
論
等
）

場
合
に
よ
り
要
旨
の
承
収
録

（
注
）
１
括
弧
内
右
側
の

．
（
二
小
）
」
と
な
》

２
括
弧
内
左
側
の

個
側
の

凡
例。

作
成
者
等
（
例
え
ば
、
「
資
料
」
、
「
○
○
一
部
長
メ
モ
」
、
「
○
○
資
料
」
）

「
判
決

と
な
る
。

「
民
集
』
又
は
「
刑
集
」
は
、
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
集
又
は
刑
事
判
例
集
を
示
し
、
ペ
ー
ジ
は
、
巻
の
通
し

（
大
）
」
は
、
大
法
廷
判
決
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
第
二
小
法
廷
決
定
で
あ
れ
ば
、
そ
の
部
分
が
『
決
定

（
暇
鵜
釧
廿
繩
一
一
泓
号
蹴
一
．
一
一
一
爺
判
決
（
大
）
）

○ 〔
執
参
資
⑧
凡
一
〕
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一
三
目
次
及
び
ペ
ー
ジ

一
二
諸
家
の
説

二
外
部
資
料

１
収
録
対
象

各
巻
ご
と
に
、
そ
の
内
容
目
次
を
記
し
た
。
な
お
、
各
巻
に
収
録
し
た
資
料
の
う
ち
、
出
典
又
は
要
旨
の
記
載
の
糸
に
と
ど
め
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
目
次
に
お
い
て
件
名
の
下
に
「
（
略
）
」
と
し
た
。
ま
た
、
ペ
ー
ジ
は
、
各
巻
（
第
岨
巻
及
び
第
ｎ
巻
を
除
く
。
）
ご
と
に
通
し

ペ
ー
ジ
と
し
た
。

２
出
典
等
の
記
載

過
去
に
当
局
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
た
資
料
が
存
す
る
範
囲
内
で
収
録
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
作
成
年
月
日
を
付
記
し
た
。

作
成
等
の
時
期
及
び
機
関
名
並
び
に
原
資
料
の
種
類
、
名
称
等

各
省
庁
そ
の
他
の
当
局
以
外
の
機
関
の
作
成
、
議
決
、
発
出
等
に
係
る
資
料
（
閣
議
了
解
、
国
会
提
出
資
料
等
を
含
む
。
）

凡
例

わ

ぐ

【
〔
執
参
資
⑧
凡
一
〕

五



第
八
○
条
ｎ
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
・
任
期
・
定
年
、
報
酬
Ｕ

１
裁

四
そ
の
他

〔
資
料
〕

〔
口
頭
照
会
回
答
要
旨
〕

〔
国
会
答
弁
例
〕

１
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
任
命
の
た
め
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
：
…
…
：
．
…
…
．
：
…
・
…
・
…
：
八
九
八

〔
部
内
資
料
〕

〔
諸
家
の
説
〕

〔
国
会
答
弁
例
〕

3 2１
裁
判
官
の
定
年
制
に
つ
い
て
…
．
．
…
…
…
…
、
．
…
…
…
・
…
…
…
…
．
．
…
・
…
．
．
…
…
…
…
・
…
…
…
・
・
・
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
九
三
一

停
年
（
定
年
）
に
つ
い
て
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
．
．
…
…
．
．
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
・
九
四
九

１ １
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
の
た
め
の
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
等
に
関
す
る
資
料
・
…
…
・
・
・
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
・
九
三
五

2 1

目
次裁判
官
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
の
減
少
の
合
憲
性
に
つ
い
て
．
…
・
…
・
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
八
九
三

裁
判
官
の
期
末
手
当
の
減
額
と
憲
法
第
七
九
条
、
第
八
○
条
に
つ
い
て
．
．
…
…
．
．
…
…
…
…
・
…
・
・
…
…
…
…
，
…
…
・
…
…
…
…
八
九
五

青
法
協
加
盟
を
理
由
と
す
る
裁
判
官
任
命
拒
否
の
有
無
に
つ
い
て
…
・
…
…
…
…
…
…
・
・
・
…
…
…
…
…
．
：
・
・
…
…
…
…
…
…
二
○
一

裁
判
官
の
任
期
制
と
身
分
保
障
の
問
題
に
つ
い
て
…
…
…
…
・
…
・
…
．
：
．
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
．
：
…
…
・
…
…
…
：
二
○
一

で 判
官
の
報
酬
に
関
す
る
憲
法
問
題
…
…
…
・
・
…
…
…
…
・
…
…
．
．
…
‐
…
・
…
・
…
・
…
・
…
…
・
・
…
…
・
…
…
．
：
・
・
・
…
…
…
・
…
…
・
…
八
九
七

《 〔
執
参
資
⑧
Ｍ
一
〕

｛
ハ



第
八
一
条
、
法
令
審
査
権
と
最
高
裁
判
所
Ｕ

〔
部
内
資
料
〕

〔
諸
家
の
説
〕

〔
国
会
答
弁
例
〕

1 ３
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
の
再
任
の
趣
旨
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
・
…
・
…
‐
…
…
…
・
…
：
…
・
…
…
…
：
．
…
…
…
…
二
○
二

2１
憲
法
第
八
○
条
第
一
項
に
定
め
る
裁
判
官
の
任
命
に
対
す
る
内
閣
の
拒
否
権
に
関
す
る
諸
説
・
…
…
…
…
：
…
：
．
…
…
・
…
：
二
七
一

１
違
憲
審
査
権
の
性
質
．
…
・
…
…
・
…
…
…
…
・
・
・
・
・
…
…
．
。
：
…
…
．
．
…
．
．
…
‘
・
・
…
…
．
：
：
…
・
・
…
…
・
…
…
…
：
：
・
・
・
…
…
・
…
・
…
…

２
条
約
の
違
憲
審
査
・
…
・
…
．
．
…
・
・
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
．
．
…
・
・
・
…
…
・
…
・
・
・
…
・
・
・
…
…
．
：
．
，
．
．
・
・
…
・
・
・
…

田四日｡（‐）㈲
条
約
の
違
憲
審
査

目
次

下
級
裁
判
所
裁
判
官
の
任
期
十
年
に
関
す
る
問
題
の
資
料
…
・
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
・
・
・
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
・
・
：
…
二
三
五

●

裁
判
官
任
命
に
つ
い
て
の
内
閣
の
拒
否
権
に
関
す
る
想
定
問
答
・
…
・
…
・
…
…
…
…
…
：
…
…
…
・
…
・
…
…
・
…
：
…
・
…
…
…
二
四
○

で
違
憲
立
法
審
査
権
の
内
容
に
つ
い
て
，
．
…
：
：
・
・
…
・
・
…
．
：
…
・
・
…
：
：
…
…
・
…
…
…
・
…
…
．
：
…
…
…
：
：
：
：
…
…
：
…
：
…

違
憲
立
法
審
査
権
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
・
・
…
・
・
…
・
・
・
…
・
…
・
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．

最
高
裁
判
所
の
権
限
と
違
憲
訴
訟
…
．
．
…
…
・
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
・
・
…
…
…
…
・
…
．

●

違
憲
裁
判
‐
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。
…
・
…
…
…
・
…
．
．
…
…
．
．
…
…
…
・
…
…
：
…
…
：
。
…
…
・
…
・
・
・
・
…
…
・
…
…
・
…
…
…

憲
法
第
八
一
条
に
よ
り
、
法
令
の
抽
象
的
違
憲
訴
訟
が
許
さ
れ
る
か
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
・
・
…
…
…
・
…
…
。
．
：
…
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０
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Ｏ
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６
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第
八
○
条
〔
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
・
任
期
・
定
年
、
報
酬
Ｕ

〔
国
会
答
弁
例
〕

１
青
法
協
加
盟
を
理
由
と
す
る
裁
判
官
任
命
拒
否
の
有
無
に
つ
い
て

２
裁
判
官
の
任
期
制
と
身
分
保
障
の
問
題
に
つ
い
て

八
対
石
橋
政
嗣
佐
藤
総
理
答
弁
Ｖ

○
石
橋
委
員
：
…
…
憲
法
第
八
十
条
に
よ
っ
て
最
高
裁
判
所
が
指
名
し
た
裁
判
官
の
名
簿
が
今
度
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
の
場
合
に
、

青
法
協
加
盟
の
裁
判
官
で
も
、
最
高
裁
判
所
が
名
簿
に
載
せ
て
、
そ
し
て
政
府
に
任
命
を
求
め
て
き
た
と
き
に
、
あ
ら
た
め
て
政
府
の
段
階

で
そ
の
こ
と
を
理
由
に
再
任
を
拒
否
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
ね
。
：
．
…
：
．

○
佐
藤
内
閣
総
理
大
臣
い
ま
の
お
話
は
、
お
尋
ね
い
た
し
ま
す
が
、
青
法
協
の
メ
ソ
ゞ
ハ
ー
だ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
理
由
に
し
て
再
任
を

拒
否
す
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
と
、
こ
う
菫
し
や
る
の
で
す
ね
。
ｌ
そ
の
と
お
り
で
す
。

八
対
田
中
武
夫
佐
藤
総
理
答
弁
Ｖ

Ｏ
田
中
（
武
）
委
員
…
…
。
：
憲
法
七
十
八
条
の
い
わ
ゆ
る
裁
判
官
の
身
分
保
障
と
、
八
十
条
の
い
わ
ゆ
る
十
年
の
任
期
制
、
こ
れ
を
見
た

場
合
に
、
ど
ち
ら
が
優
先
す
べ
き
か
。
同
じ
憲
法
の
条
章
で
あ
る
か
ら
こ
れ
は
一
緒
だ
、
こ
う
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
は
、
や
は
り
裁
判
官

の
身
分
保
障
と
い
う
こ
と
が
優
先
す
べ
き
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
、
八
十
条
の
任
命
と
い
う
も
の
は
、
い
ま
総
理
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
い

わ
ゆ
る
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
、
あ
ま
り
私
情
を
は
さ
ま
な
い
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
裁
判
官
の
任
期
制
の
問
題
と
身
分
保
障

第
八
○
条
〔
国
会
答
弁
例
〕

一
一
○
一

(一

I

昭
四
六
・
一
・
二
九
・
第
六
五
回

（

衆
・
予
算
委
・
二
号
三
頁

（
細
佃
鮴
算
獅
唖
一
叩
号
淵
航
顛
回
一
脈
飼
雑
胆
）

く〔
憲
法
資
⑧
〕

貼
飼
雑
岬
）

●



３
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
の
再
任
の
趣
旨
に
つ
い
て

、
》
の
問
題
に
つ
い
て
、
総
理
は
総
理
と
し
て
ど
の
よ
う
な
感
覚
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
。

○
佐
藤
内
閣
総
理
大
臣
私
は
、
い
わ
ゆ
る
任
命
権
者
と
い
う
も
の
廷
こ
れ
ば
適
当
な
り
や
い
な
や
と
い
う
こ
と
で
自
分
が
判
断
を
し
て

き
め
る
、
そ
し
て
裁
判
官
は
任
命
さ
れ
た
ら
十
年
間
は
身
分
が
保
障
さ
れ
て
い
る
、
か
よ
う
に
考
え
ま
す
。
そ
う
し
て
、
十
年
た
っ
た
と
き

に
も
う
一
度
審
査
す
る
、
そ
う
し
て
、
引
き
続
い
て
裁
判
官
を
や
っ
て
も
ら
う
か
も
ら
わ
な
い
か
、
そ
れ
は
新
し
い
問
題
だ
、
か
よ
う
に
私

き
め
る
、
そ
し
て
垂

に
も
う
一
度
審
査
全

八
対
加
瀬
完
（
最
高
裁
）
矢
口
人
事
局
長
答
弁
Ｖ

○
加
瀬
完
君
…
…
：
．
憲
法
及
び
裁
判
所
法
に
よ
る
「
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。

○
最
高
裁
判
所
長
官
代
理
者
（
矢
口
洪
一
君
）
裁
判
官
の
身
分
と
い
う
も
の
が
非
常
に
重
要
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
保

障
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
し
か
し
ま
た
あ
ま
り
に
も
そ
れ
が
強
大
で
ご
ざ
い
ま
す
と
、
ま
あ
司
法
が
特
に
強
く
な
っ
て
し
ま
う
と

い
う
よ
う
な
こ
と
も
ご
ざ
い
叢
し
て
チ
ェ
ッ
ク
・
ア
ソ
族
・
今
ハ
ラ
ソ
ス
と
申
し
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
、
裁
判
官
の
任
期
と
い
う

も
の
が
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
に
私
ど
も
は
承
知
し
て
お
り
ま
す
。

○
加
瀬
完
君
と
の
裁
判
官
の
身
分
の
継
続
性
に
関
す
る
問
題
で
、
憲
法
改
正
草
案
に
関
す
る
想
定
問
答
と
い
う
の
が
、
法
制
局
に
お
い
て

つ
く
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
ね
。
こ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
し
た
が
っ
て
原
則
と
し
て
再
任
す
べ
き
も
の
と
す
る
、
こ
う
答
え
よ
と
い
う
ふ
う
に

書
ぞ
あ
り
ま
す
ね
．
い
ゑ
ろ
理
由
が
あ
り
ま
し
て
、
し
豪
っ
て
原
則
と
し
て
再
任
す
べ
き
も
の
と
す
る
ｌ
憲
法
改
正
論
争
の
と
き

に
は
、
こ
の
裁
判
官
の
身
分
継
続
に
関
し
て
は
、
原
則
と
し
て
再
任
す
べ
き
も
の
と
す
る
と
い
う
政
府
答
弁
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ

は
お
認
あ
に
な
り
ま
す
ね
。
↑
‐

考
え
て
お
り
ま
す
。

第
八
○
条
〔
国
会
答
弁
例
〕
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､

（
郷
佃
批
務
詫
卵

二
八
・
第
六
八
回
一
川
胴
雑
洲
）
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２
裁
判
官
任
命
に
つ
い
て
の
内
閣
の
拒
否
権
に
関
す
る
想
定
問
答
（
昭
五
八
・
三
・
四
第
二
部
）

（
問
）
内
閣
は
、
最
高
裁
判
所
の
指
名
し
た
者
の
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
者
の
任
命
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

（
答
）
最
高
裁
判
所
ば
、
名
簿
に
登
載
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
者
の
資
格
、
適
格
性
等
に
つ
い
て
慎
重
な
判
断
を
す
べ
き
も
の
で
あ
る

か
ら
、
内
閣
が
そ
の
指
名
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
、
最
高
裁
判
所
が
指
名
し
た
者
に
つ
い
て
、
任
命
が
拒

か
ら
、
内
閣
が
そ
の
指
名
を
尊
重
す
《

（
問
）
い
か
な
る
場
合
に
も
、
内
閣
は
、
最
高
裁
判
所
の
指
名
し
た
者
の
任
命
を
拒
否
で
き
な
い
の
か
。

（
答
）
理
論
の
問
題
と
し
て
は
、
学
説
上
、
内
閣
の
拒
否
権
を
認
め
る
も
の
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
内
閣
と
し
て
、
最
高
裁
判
所

の
指
名
し
た
者
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。

第
八
○
条
〔
部
内
資
料
〕

通
算
説
を
採
用
し
て
い
る
学
説
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
当
ら
な
い
。

例
え
ば
兼
子
一
・
新
憲
法
と
司

国
憲
法
下
一
二
○
二
頁

・
新
憲
法
と
司

争

否
さ
れ
た
例
は
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

内
閣
の
任
命
権
が
あ
る
と
い
う
以
上
、
純
理
論
と
し
て
拒
否
権
が
全
く
な
い
と
い
い
切
れ
な
い
が
、
拒
否
す
べ
き
合
理
的
な
理
由
を

己

考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
更
に
追
質
問
が
あ
れ
ば
、
）

○

法
七
一
頁
、
宮
沢
俊
義
・
日
本
国
憲
法
言
ソ
メ
ソ
タ
ー
ル
）
六
六
二
頁
へ
法
学
協
会
・
註
解
日
本

I

二
四
○
（
’
二
ざ
）

C 〔
憲
法
賓
③
〕
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○
田
中
（
武
）
委
員
…
…
…
憲
法
七
十
八
条
の
い
わ
ゆ
る
裁
判
官
の
身
分
保

障
と
、
八
十
条
の
い
わ
ゆ
る
十
年
の
任
期
制
、
こ
れ
を
見
た
場
合
に
、
ど
ち
ら

が
優
先
す
べ
き
か
。
同
じ
憲
法
の
条
章
で
あ
る
か
ら
こ
れ
は
一
緒
だ
、
こ
う
い

う
こ
と
で
す
が
、
私
は
、
や
は
，
．
裁
判
官
の
身
分
保
障
と
い
う
こ
と
が
優
先
す
べ

き
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
、
八
十
条
の
任
命
と
い
う
も
の
は
、
い
室
総
理
が
言

わ
れ
た
上
う
に
、
い
わ
ゆ
る
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
、
あ
さ
り
私
情
を
は
さ
ま
な

い
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
裁
判
官
の
任
期
制
の
問
題
と
身
分
保

障
の
問
題
に
つ
い
て
、
総
理
は
総
理
と
し
て
ど
の
よ
う
な
感
覚
を
お
持
ち
で
し

す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ご
ざ
い
き
せ
ん
で
し
ょ
う
ね
…
…
…

ｏ
石
橋
委
員
…
・
・
・
…
憲
法
第
八
十
条
に
主
っ
て
最
高
裁
判
所
が
指
名
し
た
裁

判
官
の
名
簿
が
今
度
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
の
場
合
に
、
青
法
協
加
盟
の
裁

判
官
で
も
、
最
高
裁
判
所
が
名
簿
に
載
せ
て
、
そ
し
て
政
府
に
任
命
を
求
め
て

き
た
と
き
に
、
あ
ら
た
め
て
政
府
の
段
階
で
そ
の
こ
と
を
理
由
に
再
任
を
拒
否

○
佐
藤
内
閣
総
理
大
臣
い
ま
の
お
話
は
、
お
尋
ね
い
た
し
を
す
が
、
青
法
協

の
メ
ン
バ
ー
だ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
理
由
に
し
て
再
任
を
拒
否
す
る
こ
と
は

な
い
で
し
ょ
う
ね
と
、
こ
う
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
ね
。
ｌ
そ
の
と
お
り
で
す

ｌ
そ
の
と
お
り
で
す

２
裁
判
官
の
任
期
制
と
身
分
保
障
の
問
題
に
つ
い
て

１
青
法
協
加
盟
を
理
由
と
す
る
裁
判
官
任
命
拒
否
の
有
無
に

つ
い
て

【
司
法
】

（

‐

綜
価
岬
繩
製
叫
壷
一
任
沙

（
鰍
五
個
や
朋
軸
一
成
・
二
伊
・
二
一
一
一
帥
）

。

齢
ｕ
‐
Ｉ
樺
副
馴

〃

一
／
ｉ
１
３
地
．

Ｏ
加
瀬
完
君
・
・
・
：
．
憩
法
及
び
裁
判
所
法
に
主
る
「
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。

○
最
高
裁
判
所
長
官
代
理
者
（
矢
口
洪
一
君
）
裁
判
官
の
身
分
と
い
う
も
の

が
非
常
に
重
要
で
ご
ざ
い
注
す
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
保
障
が
あ
る
わ
け
で

ご
ざ
い
童
す
が
、
し
か
し
ま
た
あ
ま
り
に
も
そ
れ
が
強
大
で
ご
ざ
い
ま
す
と
、

含
あ
司
法
が
特
に
強
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
生
う
な
こ
と
も
ご
ざ
い
奮
・
し
て

チ
ェ
ッ
ク
．
ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン
ス
と
申
し
ま
す
か
、
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
、

裁
判
官
の
任
期
と
い
う
も
の
が
慾
法
に
規
定
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
に
私
ど
も
は

承
知
し
て
お
り
ま
す
。

○
加
瀬
完
君
こ
の
裁
判
官
の
身
分
の
継
続
性
に
関
す
る
問
題
で
、
芯
法
改
正

草
案
に
関
す
る
想
定
問
答
と
い
う
の
が
、
法
制
局
に
お
い
て
つ
く
ら
れ
て
お
り

ま
し
た
ね
。
こ
れ
に
よ
り
費
す
と
、
し
た
が
っ
て
原
則
と
し
て
再
任
す
べ
き
も

の
と
す
る
、
こ
う
答
え
よ
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
い
ろ
い
ろ
理

よ
う
か
。

Ｏ
佐
藤
内
閣
総
理
大
臣
私
は
、
い
わ
ゆ
る
任
命
権
者
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ

は
適
当
な
り
や
い
な
や
と
い
う
こ
と
で
自
分
が
判
断
を
し
て
き
め
る
、
そ
し
て

裁
判
官
は
任
命
さ
れ
た
ら
十
年
間
は
身
分
が
保
障
さ
れ
て
い
る
、
か
上
う
に
考

え
交
す
。
そ
う
し
て
、
十
年
た
っ
た
と
き
に
も
う
一
度
審
査
す
る
、
そ
う
し
て
、

引
き
続
い
て
裁
判
官
を
や
っ
て
も
ら
う
か
も
ら
わ
な
い
か
、
そ
れ
は
新
し
い
問

題
だ
、
か
上
う
に
私
考
え
て
お
り
を
す
。

３
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
の
再
任
の
趣
旨
に
つ
い
て

（

（
顎
誤
柳
學
・
六
零
一
家
）

／
ノ
ー
Ｉ
、
１


